
 

精神医療センター医事等業務委託特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターの医事等業務については、契約書及び業務委託共通仕様書

に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。 

 なお、この仕様書は委託業務の大要を示すものであって、ここに記載されていない委

託業務を遂行する上で必要な業務についても誠意をもって対応するものとする。 

 

１ 業務の内容 

 次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては、原則として、当日診療分は当日処理とするととも

に、他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図ること。 

（１）受付業務 

ア 初診（診療）受付 

（ア）診療申込書等の受理及び整理 

（イ）保険証・医療券・紹介状等の確認（オンライン資格確認を含む。） 

（ウ）患者の氏名・住所・保険情報・患者紹介情報等の基本情報の登録 

（エ）問診票・アレルギー問診票・診療券・受付票・案内票の出力 

（オ）グリーンケース・診察券の交付 

イ 再診受付 

（ア）診療券等の受理及び返却 

（イ）再診受付入力 

（ウ）保険情報の確認（毎月最初の受診日） 

ウ 予約受付 

（ア）初診患者の予約入力 

（イ）歯科診療の予約台帳の管理 

（ウ）歯科初診患者の歯科紙カルテ１号用紙の出力 

エ 自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の申請等に関する

患者への案内（制度の内容に関することを除く。） 

オ 各種診断書・意見書・証明書及び傷病手当金請求書等の受付及び交付 

カ 院内の案内 

（２）医事業務 

ア 保険情報の確認（公費負担医療制度に係る保険情報の確認を含む。） 

イ 院外処方せんの確認 

ウ 病名の登録 

エ 会計伝票の整理 

オ レセプト作成に係る訂正入力 

カ 診断書等に係る事務処理（紙カルテの手配※・診断書作成システムへの登録

及び医師への作成依頼等）※必要に応じて出庫 

キ 予約患者一覧表の出力 

ク 入退院日の登録 

ケ 入院中の患者についての電子カルテオーダに基づく入力作業 

コ 退院予定患者についての院内薬局との連絡調整 

サ 各種制度改正への対応 

シ 医療情報システムの障害時の対応と事後処理 



 

ス 適宜行われる医事担当職員との打ち合わせへの出席 

（３）病歴業務 

ア 紙カルテの貸し出しに関する業務 

イ 閲覧・貸し出しによる未返却紙カルテの確認 

ウ 対象書類のスキャン及び収納（外来及び入院） 

エ スキャン対象外書類の収納（外来及び入院） 

オ 紙カルテの整理・製本（インアクティブカルテの病歴室への整理を含む。） 

カ 病棟による入院患者の紙カルテ管理についての病棟との連絡調整 

キ 紹介元医療機関からの画像データ取込み 

ク 紹介先等に提供する画像データ（ＣＤ等）の作成 

（４）会計入力・公金収納業務 

ア 会計入力業務 

（ア）外来患者からの会計伝票等の受け取り、保険証の確認 

（イ）外来診療データの取り込み及び入力 

（ウ）納入通知書の出力（定期請求に係るものを含む。） 

（エ）未収金等の確認、追加徴収、還付書類（還付先確認含む。）の作成 

（オ）未取込みの外来・入院オーダの処理 

（カ）電子カルテと診療報酬明細書・電子カルテオーダ等の突合による診療報

酬漏れのチェック 

イ 公金収納業務 

（ア）納入通知書の交付 

（イ）納入通知書及び督促状に基づく公金の収納 

（ウ）上記に係る領収書の交付 

（エ）上記イにより収納した公金の甲が指定する取引金融機関への払込み 

（オ）クレジットカードの利用申し出による承認事務 

（カ）医事会計システム上の入金・未収金登録 

ウ 納入通知書の管理 

（ア）未収金登録患者に係る納入通知書の管理 

（イ）患者都合による支払い延期に係る納入通知書の管理 

（５）その他共通業務 

ア 業務日誌の記入及び提出 

イ 乙は、（１）～（４）の業務において事故が発生した場合は、事故報告書によ

り直ちに甲に報告しなければならない。 

 

２ 公金の管理等 

（１）公金の保管 

 乙は、収納した公金を乙の責任において、甲が指定する取引金融機関に払い込

むまで安全に保管しなければならない。 

（２）収納金の払込み 

 乙は、収納した公金を即日又は翌日に甲が指定する取引金融機関に払い込まな

ければならない。 

（３）払込み期日 

 （２）に定める払込期日が、銀行法第１５条第１項に規定する休日に当たると



 

きは、甲が指定する取引金融機関のその日以降の最も近い営業日に払い込まなけ

ればならない。 

（４）明細表等の提出 

 乙は、一日の収納業務を終了したときは、直ちに次の書類を甲に提出しなけれ

ばならない。 

ア 窓口計算収納表 

イ 調定明細表 

ウ 入金登録明細表 

エ 未収金計上明細表 

オ 書損一覧 

カ カード売上票及び日計リスト 

キ 収納済通知書 

ク 納入通知書（未収分） 

（５）つり銭 

 乙は、毎日の業務開始時に、必要なつり銭を用意しなければならない。 

（６）未収金 

 乙は、納入者に未収金があることを確認した場合は、納入者に未収金額を伝え

るとともに、これを納付するよう促さなければならない。 

（７）事故報告書 

 乙は、事故が発生した場合は、事故報告書により直ちに甲に報告しなければな

らない。 

 

３ 委託業務時間 

 委託業務時間は、休診日を除く月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５

分までとする（引継ぎ時間を含む。）。 

 ただし、これにより難い場合には、６に該当する場合を除き、受託業務が終了する

まで延長する。 

 

４ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、委託業務の履行に必要な金銭登録機、カ

ルテ保管庫及び金庫等を乙に提供するものとする。 

 

５ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲が指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。 

 

６ 業務内容の変更 

 業務内容に変更の必要が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、

甲乙の協議により変更することができる。 

※令和７年度は受付に自動精算機１台を導入する予定のため、甲乙の協議を予定。 



 

精神医療センター病棟・外来クラーク業務特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターの病棟・外来クラーク業務については、契約書及び業務委

託共通仕様書に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。 

 なお、この仕様書は委託業務の大要を示すものであって、ここに記載されていない委

託業務を遂行する上で必要な業務についても、誠意をもって対応するものとする。 

 

１ 業務の内容 

 次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図

ること。 

（１）病棟クラークの業務 

ア 電子カルテ記事とオーダの照合 

イ 入院患者の病歴等の整理及び確認 

（ア）病棟で使用する患者ファイル及び患者名札、リストバンド等の作成 

（イ）歯科紙カルテの管理 

ウ 退院患者の病歴等の整理及び確認 

（ア）退院患者の紙カルテを確認・整理し、病歴室へ収納すること（入院取り

消し患者の紙カルテ返却を含む。） 

（イ）入院及び退院診療計画書、サマリ(医師・看護)未記入の点検と作成催促 

エ 病棟周辺における、面会者・患者への案内等 

オ 診断書等の作成申込みの受付及び交付に係る業務 

（ア）各種診断書・意見書・証明書及び傷病手当金請求書等の作成申込みの取

り次ぎ 

（イ）上記書類の病棟への送付 

カ 他の職種と共同して、退院患者に関する事務処理について患者及び家族へ案

内をすること（主に医療費の支払いに関すること。） 

キ 病棟へ送付される入院患者の請求書の配布 

ク 病棟への紙カルテ運搬作業（必要に応じて） 

ケ 業務に関する医事担当及び病棟内の打ち合わせ等へ参加すること 

コ 業務改善についての協力及び助言 

（２）外来クラークの業務 

ア 診察開始前に各診察室の事務用品等の点検・補充（各診察室の端末の起動も

含む。） 

イ 病歴等の整理・確認 

（ア）未来院患者の確認 

（イ）外来受診後にそのまま入院となった患者の確認及び入院紙カルテの貸出

があれば貸出票の作成 

（ウ）緊急時及び医療情報システム障害時には、手書きの処方箋・注射箋及び

処置伝票等を用意し、医師に依頼すること 

ウ 電話及び窓口対応 

（ア）予約確認、キャンセル連絡等への対応（医療情報システムへの登録を含む。） 

（イ）患者・家族からの相談依頼の取次ぎ 

（ウ）検査等の患者に対する検査室の案内 



 

（エ）患者の保険証、高額療養費限度額認定証の更新確認 

（オ）（エ）に関する患者・家族への連絡、資料提出の案内 

エ 第３外来の受付 

オ 院内の案内 

カ 各種診断書・意見書・証明書及び傷病手当金等の作成申込みの受付及び交付

の取次ぎ 

キ 医師・看護師が入力した医療情報システムの内容の確認及び必要に応じた訂

正入力 

ク 医療情報システムの障害時の対応と事後処理 

ケ 業務に関する医事担当及び外来の打ち合わせ等への参加 

コ 業務改善についての協力及び助言 

 

２ 委託業務時間 

 委託業務時間は、休診日を除く月曜日から金曜日までの８時１５分から１７時まで

とする（引継ぎ時間を含む。）。 

 ただし、仕様書記載の業務が１７時までに終了しない場合は、受託業務が終了する

まで延長する。 

 

３ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、委託業務の履行に必要な金銭登録機及び

カルテ保管庫、金庫等を乙に提供するものとする。 

 

４ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲が指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。 

 

５ 業務内容に変更の必要が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、

甲乙の協議により変更することができる。 



 

医療観察法病棟事務業務特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターの医療観察法病棟事務業務については、契約書及び業務委

託共通仕様書に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。 

 なお、この仕様書は医療観察法病棟事務業務の大要を示すものであって、ここに記載

されていない委託業務を遂行する上で必要な業務についても、誠意をもって行うものと

する。 

 

１ 業務の内容 

 次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図

ること。 

（１）医療観察法診療支援システムについて 

ア 診療報酬請求に係る資料の作成 

イ 裁判所への申立てに係る書類作成 

ウ 裁判所への申立てのスケジュール管理 

（２）医療観察法病棟内各種会議について 

ア 治療評価会議への出席 

イ 各種会議の開催準備及び片付け 

（３）対象者に関する情報の登録業務 

（４）医療観察法病棟に関する診療報酬の入力業務 

（５）書類整理 

ア Ｘ線フィルム・検査結果等の管理 

イ 事務室内の書類の整理 

ウ 退院した対象者の紙カルテ整理 

（６）電話対応 

（７）医療観察法病棟の朝・昼カンファレンスへの出席 

（８）業務改善についての協力及び助言 

（９）対象者の外出・外泊に係る事務手続き 

（10）対象者の欠食に係る事務 

（11）１日報告の作成 

 

２ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、次のものを乙に提供するものとする。 

（１）医療観察法診療支援システムの端末の使用 

（２）カルテ保管庫及び金庫 

 

３ 委託業務時間 

 委託業務時間は、休診日を除く月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５

分までとする（引継ぎ時間を含む。）。 

 ただし、仕様書記載の業務が１７時１５分までに終了しない場合は、受託業務が終

了するまで延長する。 

 



 

４ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲の指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。 

 

５ 業務内容の変更 

 業務内容に変更が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、甲乙の

協議により変更することができる。 



 

精神医療センター総合案内業務特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターの総合案内業務については、契約書及び業務委託共通仕様

書に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。 

 なお、この仕様書は総合案内業務の大要を示すものであって、ここに記載されていな

い委託業務を遂行する上で必要な業務についても、誠意をもって対応するものとする。 

 

１ 業務の内容 

 次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図

ること。 

（１）来所者に対する案内 

（２）入院患者に対する面会の案内 

（３）職員に対する面会の案内 

（４）相談・苦情等の担当窓口への引継 

（５）老眼鏡の保管管理及び患者等への貸出 

（６）総合案内日誌への記載 

 

２ 委託業務時間 

 委託業務時間は、休診日を除く月曜日から金曜日までの８時３０分から１５時３０

分までとする。 

 

３ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、委託業務の履行に必要な各階平面図等を

乙に提供するものとする。 

 

４ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲が指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。 

 

５ 業務内容の変更 

 業務内容に変更の必要が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、

甲乙の協議により変更することができる。 

 



 

精神医療センター診療報酬明細書作成業務特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターの診療報酬明細書作成業務については、契約書及び業務委

託共通仕様書に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。 

 なお、この仕様書は診療報酬明細書作成業務の大要を示すものであって、ここに記載

されていない委託業務を遂行する上で必要な業務についても、誠意をもって行うものと

する。 

 

１ 業務の内容 

 次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図

ること。 

（１）医科レセプトの作成、内容の点検（レセプトチェック用ソフトの利用可）、整備 

（２）歯科レセプトの作成（紙カルテ準備を含む） 

（３）医科・歯科診療報酬請求書及び総括表の作成（医事会計システムへの登録を含

む。） 

（４）医療保険外のレセプトの管理 

（５）歯科受診一覧及びプルーフの作成 

（６）医師（歯科医師を含む）によるレセプト点検の準備及び点検依頼 

（７）レセプトの返戻、査定（減点）及び保留の処理に関する一切の業務 

（８）レセプトの取下げ依頼書及び再審査請求書の作成 

（９）保険委員会への助言 

（10）業務に関する医事担当の打ち合わせ等への参加 

（11）業務改善についての協力及び助言 

 

２ 業務の実施時期 

 乙は、毎月の業務を甲の指定する日時までに完了させるものとし、業務が終了した

ときは、甲に業務報告書を提出するものとする。 

 

３ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、委託業務の履行に要する次の項目が記載

された、入院及び外来分患者別リストを乙に提供するものとする。 

（１）利用者番号及び利用者氏名 

（２）被保険者証の記号・番号 

（３）公費受給者証の負担者番号及び受給者番号 

（４）傷病名及び診療開始日 

 

４ 委託業務時間 

 委託業務時間は、当該委託業務を遂行するのに必要な時間とする。 

 

５ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲の指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。 

 



 

６ 業務内容の変更 

 業務内容に変更が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、甲乙の

協議により変更することができる。 



 

データ提出加算用データ作成業務委託特記仕様書 

 

 埼玉県立精神医療センターのデータ提出加算用データ作成業務については、医事関連

業務委託契約書及び医事関連業務委託共通仕様書に基づくほか、この仕様書により実施

するものとする。なお、この仕様書は委託業務の大要を示すものであって、ここに記載

されていない委託業務を遂行する上で必要な業務についても誠意をもって対応するもの

とする。 

 

１ 業務の内容 

  次に掲げる業務とする。 

 なお、業務の実施に当たっては他の医事関連業務に従事する職員と十分に連携を図

ること。 

 （１）「ＤＰＣの評価・検証等に係る調査（退院患者調査）」への対応業務 

   ア 厚生労働省が毎年実施する「ＤＰＣの評価・検証等に係る調査（退院患者調

査）」に準拠した提出データ（様式１、様式３、様式４、ＥＦ統合ファイル、Ｋ

ファイル）の作成及び作成済データの修正、補足等 

   イ 完成した提出データの提出期限までの提出 

   ウ 提出したデータに関する問い合わせ等への対応 

   エ 提出データ内の情報について医師への確認 

   オ 提出データの作成のために必要な情報の収集及び管理等 

   カ その他、提出データ作成に必要となる業務 

 （２）ＤＰＣコーディング業務 

   ア 医師と協力し、ＤＰＣにおける傷病名と診療行為の管理をすること 

   イ 保険委員会の資料作成及び参加（年２回） 

   ウ その他、ＤＰＣコーディングに必要となる作業 

 

２ 委託業務時間 

 委託業務時間は、休診日を除く月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５

分までとする。 

 ただし、仕様書記載の業務が１７時１５分までに終了しない場合は、受託業務が終

了するまで延長する。 

 

３ 業務に必要な場所の提供等 

 甲は、共通仕様書１９に定めるものの他、委託業務の履行に必要なカルテ保管庫及

び次の項目が記載された、入院及び外来分患者別リストを乙に提供するものとする。 

（１）利用者番号及び利用者氏名 

（２）被保険者証の記号・番号 

（３）公費受給者証の負担者番号及び受給者番号 

（４）傷病名及び診療開始日 

 

４ 業務従事者の配置等 

  業務を円滑に遂行するため、「診療情報管理士」の資格を有する者あるいはＤＰＣコ

ーディングに精通した専任の業務従事者を１名以上かつ適正に配置すること。 



 

 

５ 書類の提出 

 乙は、この仕様書に定める書類の他、甲が指定する書類を指定期日までに提出しな

ければならない。なお、指定期日は別途通知するものとする。 

 

６ 業務内容の変更 

 業務内容に変更の必要が生じた場合は、業務量に大幅な変動がない限りにおいて、

甲乙の協議により変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

入館者健康確認業務委託特記仕様書 

 

  この業務は、委託業務共通仕様書に基づくほか、この特記仕様書により実施するもの

とする。また、この仕様書は業 務 の大要を示すものであり、ここに記載されていない細

部の事項については、委託者及び受託者が協議し決定するものとする。 

 

１  業務の目的 

    埼玉県立精神医療センター（以下「センター」という。）への入館者に対して、エ

ントランスホールで健康確認を行うことにより、センター内への感染症の拡大防止を

図ることを目的とする。 

 

２  業務内容 

  （１）検温業務 

      体温測定装置を用いて、入館者の検温を行う。 

  （２）基準外の入館者への対応 

      検温において基準外となった入館者について、センター職員に対応を引き継ぐ 

など、必要な措置を行う。 

  （３）健康確認エリアの管理 

      健康確認エリアの準備・片づけ、資機材の在庫確認などを行う。 

 

３  業務実施日及び時間 

  （１）実施日 

    令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日までの外来診療が行われる日。 

  （２）時間 

    ８時から１７時３０分まで。 

 

４  業務体制 

  （１）配置場所はエントランスホールとする。 

  （２）業務の際は、受託者が定める制服を着用の上、委託者が指定する防護具を装着 

    するものとする。 

 （３）受託者は、センターから受注している他の業務の従事者と交代し適宜休憩時間 

    を調整できるものとする。 

 （４）業務の対象とする入館者は、センター職員（精神保健福祉センター職員及び 

    常駐の委託業務従事者を含む。）及び入院患者を除くすべての者とする。 

 

５  臨機の措置 

    委託者及び受託者は、業務を実施する上で必要と認められる場合は、協議の上、業

務内容を変更することができる。 

 

６  負担区分 

   業務履行するために使用する資機材（検温装置・体温計・手指消毒液・除菌シート・ 

 エプロン・手袋など）は委託者の負担とする。 


